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 請負工事費の積算構成表 

（１）請負工事費の標準的な構成は，次のとおりとする。  材 料 1. 当該部分工事の基本的実体を構成する素材・半製品・製品などの費用や施工上直接使用される補助的または

消耗的な材料などの費用 

2. 当該直接仮設工事の施工上直接使用される全損材料の費用および反復使用される材料の損料 

 

     

純工事費 

 直接工事費 

本体工事（直接仮設工事を含む。）に直接的に消

費される費用 

 労務費 当該部分工事の施工に直接従事する作業員に支払われる賃金総額をいう。この場合作業員の募集費，宿泊費，交

通費，社会保険料ならびに現場代理人，主任技術者などの現場職員に対する費用は労務費に含めない。 

 

  工事原価      機械損料 建設機器にかかわる償却費，維持修理費ならびに管理費の合計  

  現場において請負会社が各種の

部分工事を施工するのに要する

一切の費用 

     直接経費 当該部分工事もしくは工種のために直接費やす経費で，部分工事もしくは工種ごとに把握できる費用 

1. 当該工事に使用する支給材料の輸送費ならびに各種材料・機械の小運搬費 

2. 当該工事に直接必要とする電気・水道・ガス等の料金 

3. 機械損料に計上しない軽微な器具損料 

4. 軽微な仮設費 

5. 機械の運転に使用する燃料費および雑消耗品費 

6. 数量の増減に比例することが明らかな特許料 

 

        共通仮設費 事務所，宿舎，倉庫等の仮設建物費用や，仮設建物付帯設備（上下水道，電話，冷暖房，電灯外線，建物仮周囲

柵等）およびその他仮設設備（工事用仮設電気設備，仮設道路，安全柵，固定区画柵，電光掲示板，工事表示板，

道路工事予告板等）の費用 

 

      共通費 

本体工事に共通して間接的に消費されるもの

で，部分工事もしくは工種ごとに把握すること

の困難な費用 

 共通機械経費 工事数量の増減に比例しない機械経費および部分工事もしくは工種に共通して使用する機械で，部分もしくは工

種ごとに把握することが困難な費用 

 

       共通経費 当該部分工事もしくは工種に共通する経費で，部分工事もしくは工種ごとに把握することが困難な費用 

1. 共通仮設材および共通建設機械の輸送費 

2. 仮設工設備等で共通に使用する光熱用水費，動力費，用地費，衛生費 

3. 宿舎を設置しない場合の宿泊費および断続工事等における中間移動の時の交通費 

4. 工法に関する特許料 

 

請負工事費      安全対策費 

工事の施工にあたり，人身および設備の安全確

保のための諸方策を実施するために必要な費用 

 安全人件費 工事の安全，人身災害の予防のため専任で現場に配置する人件費  

       安全施設費 作業員が保護具と組み合わせて使用する安全施設および取付・取外し可能な防護施設ならびに一般公衆に対する

安全施設の費用 

 

       安全装備費 作業員が工事現場において，災害防止のため直接身につける特別な防護具および安全確保のため現場に常備する

器具等の費用 

 

        安全教育費 安全協議会（安全委員会），安全懇談会，安全パトロール，標語ポスター等の費用  

        安全衛生管理費 法令に基づく特別健康診断や産業医の嘱託，看護婦の配置および風土病の予防措置のための費用  

      保安対策費 

原子力において放射線管理上必要とする費用 

 保安人件費 放射線管理責任者，放射線管理員等の人件費  

       保安施設費 放射線管理区域における汚染拡大防止上要する費用  

        保安装備費 放射線業務従事者の線量当量の測定に要するフィルムバッチ，現像代の費用  

        保安教育費 放射線業務従事者として必要な放射線管理上の研修に要する費用  

        保安衛生管理費 電離放射線障害防止規制に基づく放射線業務従事者登録に要する諸手数料ならびに電離健康診断，受診日当等の

費用 

 

      環境対策費 

工事の施工にあたり，環境の保全のため諸方策

を的確に実施するために特に必要な費用 

 環境人件費 環境対策を行うため，専任で現場に配置する人件費  

       環境経費 工事の地元説明ならびに工事施工に伴う環境面の各種調査，測定等の費用  

       環境施設費 工事箇所環境の保全のため設置する遮音壁，粉塵防護幕，仮囲い等の設置費用ならびに地下水位測定等のため測

定施設の費用 

 

    現場管理費    現場人件費 現場管理のために配置する現場職員ならびに作業員（保安要員等）の人件費  

        現場経費 全部分工事に共通する現場管理の諸費用で，現場職員ならびに作業員の福利厚生費および 

その他の費用 

 

  一般管理費       請負者が請け負った工事に割り当てる会社上の諸費用および利潤  

  設 計 費       設計込み契約の場合のみ設定 

設計が簡易な工事あるいは標準設計が確立している工事の場合は独立項目とせず，一般管理費もしくは諸経費に

含めることができる。 
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（２）積算の原則 

請負工事費は，原則として，原価要素の積み上げ積算を行う。 

ａ 直接工事費の工種の単価は，材料費，労務費，機械損料，直接経費の原価要素を積み上げ，総合した複合単価とする。 

ｂ 材料価格，作業員賃金および機械損料等は，原則として請求時の時価とする。 

ｃ 材料ならびに労務歩掛は，仕様・工法・工期・現場条件・工事の規模等に基づき，個々の工事毎に適正なものとする。 

 

（３）設計込み契約 

設計込み契約工事には，適正な設計料を別に設定することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


